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事業概略書 

事 業 名 
重度障害者用意思伝達装置の継続的利用を確保するための利用者ニーズと提

供機能の合致に関する調査研究事業 

 

事 業 目 的 

 

平成18年10月より、重度障害者用意思伝達装置が補装具種目となったが、

現在の告示における基準では、装置の概念に曖昧さがあり、結果として、判

定を行う側にとっては申請機種が利用者ニーズに合致していたとしても、対

象機器になりうるか判断に迷うこともある。 

また、支給した装置が継続して利用できるためには、利用者の身体状況の

評価のみならず、ニーズに合致した装置の選択や、支給後のフォローアップ

といった支援も欠くことの出来ない問題である。 

そのため、利用者のニーズや利用状況、製品の機能等の調査検討を行い、

これから求められる適切な意思伝達装置の要件と支援策を提案する。 

事 業 概 要 

◎利用者ニーズからみた、意思伝達の利用方法の調査 

意思伝達装置利用者が、装置をどのように利用しているか、どの程度利

用しているのか、どのような機能を望んでいるのかなどのニーズを調査お

よび分析する。また、実際に利用している機器・機能を調査し、現状の製

品および制度との乖離の有無を確認した。 

◎意思伝達・コミュニケーション機器の体系化 

意思伝達装置に類する機器について、どのように開発され、情報通信技

術の発展により、どのような機能強化・付加が行われてきたのか、変遷等

の調査を行った。そのうえで、現行製品に対して機能面から特徴を分析す

ることで供給側の対応可能範囲を確認した。 

事業実施結果 

及び効果 

補装具の中でも利用対象者および対象機器ともに少なく、機器選択におい

て適切なマッチングができず、利用継続が困難になりがちな意思伝達装置の

導入の現状で、以下の点から改善につながる。 

・装置の要件を明確にすることで、選択基準とその合致という判断を支援す

ることができ、身更相等における公正かつ適切な支給を迅速に実施するこ

とに繋がる。 

・対象者の身体機能及び生活環境により変わるコミュニケーション手段を整

理することで、継続的なコミュニケーション支援のあり方を明確にできる。 

・機能分類とともに現行製品群を整理し、利用者ニーズとつきあわせること

で、機器の選択基準と改良すべき機能を明確になる。 
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